
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、２１年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項
財政健全化に向けた取り組みのひとつとして、平成１５～１６年度において特別職及び教育長給料並びに議会議員報酬を
一律５％削減、平成１７～１８年度においては、町長１０％、副町長、教育長及び議会議員は７％の削減措置とともにその他
の一般職員についても管理職手当の支給額１０％削減を実施、また、平成１９～２２年度において町長１０％、副町長、
教育長は７％削減、平成１９～２０年度において議会議員報酬を５％、平成２１～２２年度において１０％削減を実施している

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

【参考】地域手当補正後ラスパイレス指数

（平成２２年４月１日現在）

（注）H22.4.1現在における団体の支給率と国基準の支給率により算出したもの
　※「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を
　　比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数である。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２２年４月１日現在）

　　 ①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　 ②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

円 円

円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された

　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

（2) 職員の初任給の状況（２２年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２２年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２２年４月１日現在）

（注）１　精華町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

　 （注）平成１９年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　
 　　統合）また、平成２１年度に６級制から７級制に変更している。　　

（2) 昇給への勤務成績の反映状況
勤務評定未導入につき一律支給

　　　　　　　　％

標準的な職務内容

　　　　　　　　％
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　４　　級 課長補佐、主幹、主任主査

8.1
主事(技師)

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

係長、主査
　　　　　　　　％

36.5
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（２１年度支給割合） （２１年度支給割合） （２１年度支給割合）

期末手当　　　　　　　 勤勉手当 期末手当 　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

 ・役職加算　　　5～15％  ・役職加算　　　5～20％  ・役職加算　　　5～20％

 ・管理職加算　10％、20％  ・管理職加算　10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

勤務評定未導入につき一律支給

（2) 退職手当（２２年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～30％加算） （2～30％加算）

１人当たり平均支給額　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２１年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

（２２年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

33.50 41.34

59.2847.50

59.28

１人当たり平均支給額（２１年度） ―

精　　　　　　　　　　　華　　　　　　　　　　　町

0.7

30.55

1.5

2.75

0.71.5

1,586

1.5

45,706

支給対象地域

246 27,128

59.28 59.28

国

33.50

30.55

1.42.75

23.50

国

支給率

１人当たり平均支給額（２１年度）

47.50 59.28

23.50

1,777

1.41.4

0.7

京　　　　　都　　　　　府精　　　　　華　　　　　町

2.75

国の制度（支給率）

165,004

3精華町全域

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算）

支給実績（２１年度決算）

支給対象職員数

277

59.28

41.34

3

4



 (4) 特殊勤務手当（２２年４月１日現在）

千円

　円

　％

 (5) 時間外勤務手当

千円

円

千円

円

280,195

浄水作業手当

手当の種類（手当数）

伝染病防疫作業手当

主な支給対象業務

消毒処理等作業環境衛生担当職員

主な支給対象職員

8

職員全体に占める手当支給職員の割合（２１年度）

水道企業職員

手当の名称

日額230円以内

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算）

18.8

支給実績（２１年度決算）

１頭あたり230円以内

14,570

左記職員に対する支給単価

隔勤：2,600円、日勤：500円

行旅死亡人取扱作業手当 福祉担当職員

休憩時間拘束手当 休憩時間拘束勤務消防職員

１回あたり5,000円行路死亡人収容埋葬等

月額1,000円以内

動物捕獲作業

377,844

塩素、高圧電気取扱

免許保有者の救急作業 １回あたり510円以内

動物飼養管理作業手当 環境衛生・ごみ収集担当職員

救急救命士業務手当 消防職員（免許保有者）

職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

環境衛生・ごみ収集担当職員

支給実績（２１年度決算）

災害及び緊急等出動手当 消防職員、水道企業職員等

死亡動物取扱作業手当

支給実績（２０年度決算）

１回あたり300円以内

１件あたり2,500円（/従事者数）

92,194

災害現場等の緊急出動

動物の死体処理

87,673

366,834
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（6) その他の手当（２２年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

支給実績
（２１年度決算）

支給職員１人当た

同じ

１時間につき　時間単価×135/100

異なる

同じ

異なる

2.自動車利用者
　自転車等利用者と
　異なり、町内平均
　ガソリン価額を用い
　て算定

1.月額12,000円を超える家賃支払者
　　　　　家賃額に応じて最大27,000円
2.新築・購入後５年未満住宅所有者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,200円

休日勤務手当

夜間勤務手当

住居手当

内容及び支給単価手　当　名

36,695 千円 扶養手当

1.配偶者　　　　　　　　　　　 　13,000円
2.配偶者以外　　　　　　 １人　 6,500円
　・配偶者がない場合
　　　　　　　　　　 　　うち１人 11,000円
※１６歳～２２歳までの子
　　　　　　 １人につき加算額　 5,000円

宿日直手当
勤務１回につき　4,200円
※5時間未満の勤務の場合　2,100円

り平均支給年額
国の制
度との
異　同

国の制度と
異なる内容

（２１年度決算）

同じ 246,277

10,310 千円 190,917

71,039

13,644 千円 

22,719 千円 688,459異なる 支給単価

531 千円 

通勤手当

1.交通機関等利用者
　６ヶ月までの最長となる定期券価額
　（※１ヶ月あたり限度額：55,000円）
2.自動車利用者
　往復通勤距離×２３日×ガソリン単
価
　　／１０リットル（※限度額：55,000円）
3.自転車等利用者
　片道２㎞以上５㎞未満　　　　2,000円
　片道５㎞以上１０㎞未満　　　4,100円
　片道１０㎞以上１５㎞未満　　6,500円
　片道１５㎞以上２０㎞未満　　8,900円
　片道２０㎞以上２５㎞未満　11,300円
　片道２５㎞以上３０㎞未満　13,700円
　片道３０㎞以上３５㎞未満　16,100円
　片道３５㎞以上４０㎞未満　18,500円
　片道４０㎞以上４５㎞未満　20,900円
　片道４５㎞以上５０㎞未満　21,800円
　片道５０㎞以上５５㎞未満　22,700円
　片道５５㎞以上６０㎞未満　23,600円

片道６０㎞以上 24 500円

管理職手当
・部長級：給料月額×12/100+8,000円
・参事級：給料月額×12/100+7,000円
・課長級：給料月額×12/100+6,000円

14,137 千円 

379,004

2,881 千円 73,869

4,200

１時間につき　時間単価×25/100 同じ
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５　特別職の報酬等の状況（２２年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×530/100×在職年数 任期満了時

給料月額×315/100×在職年数 任期満了時

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口１万人当たり職員数 　　　 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数 　　　 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数 　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

対前年
増減数

499,000

3.05

345,000

△2 

62 

―
19 2 

1 

-

-

49

7 -

2 

1 ＜参考＞

82.09

-

11 △1 介護保険業務の効率化

1
退職不補充14 △1 

＜参考＞

3 

△2 

7

12

35 33

17 

（参考）類似団体における最高／最低額

742,500

825,000

3 

18 

給 料 月 額 等

386,000911,000

定額給付金事務の終了

平成２２年

430,000

3.05

-

△1 26 

―

-
8 

25 
3 

＜参考＞

189
―

-

61 

普
通
会
計
部
門

8 
3 

189

25

75

26

議 長

町 長

土　　　木

民　　　生

1 

議 員

副 議 長

310,500

260,000

216,000

給

料

72.97

定額給付金事務の応援終了

欠員補充

　　（２１年度支給割合）

240,000

234,000

705,000

655,650

区 分

副 町 長

報

酬

期
末
手
当

議 長

副 議 長

議 員

副 町 長

町 長

そ の　他

下 水　道

商　　　工

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

労　　　働

総　　　務

農林水産

町 長
退
職
手
当

備　　　　考

衛　　　生

税　　　務

副 町 長

一
般
行
政
部
門

議　　　会

計

400,000 157,000

750,000

182,000

441,000

国民文化祭の準備に伴う係の新設による増員

227,000

―

主 な 増 減 理 由

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門 小　計

水　　　道 15

296合　　計 297
[      345      ］ [   -   ］[      345      ］

消防部門
教育部門

47

小　計

病　　　院 1

72

15,741,000

8,261,190

　　（２１年度支給割合）

52.24

53 

退職不補充

3 

平成２１年

職 員 数

18 
51 

-

7



（2)年齢別職員構成の状況（２２年４月１日現在）

　

(3)職員数の推移

（単位：人・％）

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

教　育

消　防

公営企業 34

計

52歳

人 人

31

以上

過去５年間の

2922

人

60歳

～

40歳 48歳32歳 36歳

～ ～ ～

29

人

18

２１年

344225

１９年 ２０年

25

47歳

人 人 人 人 人

39歳31歳 43歳

197 194

計

28

71

26

33

43

189

47

27

35

47

27

(　94％)

△ 2 (　93％)

(　88％)

8 ( 120％)

△ 38 (  46％)

△ 10

296

35

増減数（率）

199

28歳

13

未満

職員数
0

人 人

20歳 20歳

１７年

41

35歳

44歳

～～

193

42

～

56歳

人

△ 42297

49

33

26

189

２２年

区　分
～

23歳 27歳
～

24歳

　　　　　　　　　年　度

部　門　別
１８年

一般行政

339 299 298 301

36

59歳

人

3230

～

55歳51歳

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

５年前の構成
比

%
（例）
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７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。 ※政令指定都市を除く
      ２　職員数は、２２年３月３１日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２２年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（２１年度支給割合） （２１年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

 ・役職加算　　　5～15％  ・役職加算　　　5～15％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

1,905

2.75 2.75

420,158

基本給

1,586

49.9

366,719

区　　分

職員給与費比率

　　　　　　Ｂ／Ａ

２０年度の総費用に占

める職員給与費比率

0.7

２１年度

平均月収額

団 体 平 均

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

精 華 町

45.6

精 華 町

　　　　千円

Ａ  

総費用 純損益又は実

千円　

　質収支

Ｂ　

16.0

総費用に占める

％

130,637

％

（参考）市町村平均

千円　

期末・勤勉手当 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

区　　分

　　計　　Ｂ　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

793,415 7,312

職員数

２１年度 人 千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　　　　千円 千円

17.0

6,567

千円 千円 千円

107,725 7,182

― ―

15 68,586 10,566 28,573

577,916

1.4

546,495

１人当たり平均支給額（２１年度）

1.5

1.4

一人当たり

１人当たり平均支給額（２１年度）

一 般 行 政 職

9



イ　退職手当（２２年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～30％加算） （2～30％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

１人当たり平均支給額　　 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２１年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

（２２年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２２年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

円

千円

円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（２２年４月１日現在）

円

円

円

円

47.50

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算）

支給実績（２１年度決算）

一般行政職の制度（支給率）

2,933

3

195,542

精華町全域 3 15

―

―

手当の種類（手当数）

24625,141

支給実績（２１年度決算）

―

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算）

支給対象地域 支給率

4(6)を参照

―

職員全体に占める手当支給職員の割合（２１年度）

支給実績（２１年度決算） 2,236

職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算） 171,991

支給実績

支給実績（２０年度決算） 2,904

職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） 223,377

手　当　名 内容及び支給単価 （２１年度決算） 平均支給年額
一般行政職
の制度との
異同

一般行政職
の制度と異
なる内容 （２１年度決算）

支給職員１人当たり

3,085 千円 280,455扶養手当 4(6)を参照 同じ

住居手当 　　〃 同じ 621 千円 310,500

通勤手当 　　〃 同じ 317 千円 35,227

管理職手当 　　〃 同じ 1,374 千円 686,904

23.50

59.28

支給対象職員数

一 般 行 政 職

33.50

精 華 町

23.5030.55

33.50 41.34

59.28 59.28

27,128

41.34

30.55

59.2859.28

47.50 59.28
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